
基本的な方向性及び
現時点で想定される論点

平成２６年４月２３日
桑 名 市 副 市 長
田 中 謙 一

－ ケアマネジメントの充実 －
－ 在宅生活の限界点を高める介護サービスの普及 －

－ 地域包括支援センターの機能強化 －
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Ⅰ 基本的な方向性
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① 介護予防（＝要介護状態となることの予防

又は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止）に

資するサービスの提供

② 在宅生活の限界点を高めるサービスの提供

○ 「地域包括ケアシステム」の基本理念は、

高齢者の自立支援。
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基本的な方向性
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【参考】高齢者の自立支援に関する介護保険法の規定（１）

4

（目的）
第１条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態と
なり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の
医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る
給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う
保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を
図ることを目的とする。

（介護保険）
第２条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態（以下「要介護状態等」という。）
に関し、必要な保険給付を行うものとする。
２ 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、
医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
３ 第１項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、
被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者
又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
４ 第１項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、
可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが
できるように配慮されなければならない。
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【参考】高齢者の自立支援に関する介護保険法の規定（２）

5

（国民の努力及び義務）
第４条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を
自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、
進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを
利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
２ 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものと
する。

（国及び地方公共団体の責務）
第５条 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス
及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を
講じなければならない。
２ 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言
及び適切な援助をしなければならない。
３ 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する
能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス
及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の
軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の
支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ
包括的に推進するよう努めなければならない。



Ⅱ 現時点で想定される論点

―ケアマネジメントの充実―

―在宅生活の限界点を高める介護サービスの普及―

―地域包括支援センターの機能強化―
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ケアマネジメントの充実（１）

１．「地域ケア会議」を通じたケアマネジメント

7

（１） 市及び地域包括支援センターにおいて、
「地域ケア会議」を通じ、
介護支援専門員等に対し、介護サービス計画、
介護予防サービス計画等の内容について、
介護予防に資するよう、あるいは、
在宅生活の限界点を高めるよう、
必要な見直しを検討する手法を確立する
必要があるのではないか。

（注） 介護事業所によって提供される
介護サービスの質の向上を図る効果も、
期待されるのではないか。



○地域包括支援センターが開催
○個別ケース（困難事例等）の支援内容を通じた
①地域支援ネットワークの構築
②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援
③地域課題の把握
などを行う。

地域づくり・資源開発

政策形成
介護保険事業計画等への位置づけなど

地域課題の把握

個別の
ケアマネジメント

≪主な構成員≫
自 治 体 職 員 、 包 括 職 員 、 ケ ア マ ネ
ジャー、介護事業者、民生委員、OT、
PT、ST、医師、歯科医師、薬剤師、
看護師、管理栄養士、歯科衛生士その
他必要に応じて参加

※直接サービス提供に当たらない専門
職種も参加

地域包括支援センター（※）レベルでの会議
（地域ケア個別会議）

市町村レベルの会議（地域ケア推進会議）

事例提供

支 援

サービス
担当者会議
（全てのケー
スについて、
多職種協働に
より適切なケ
アプランを検
討）

・地域包括支援センターの箇所数：4,328ヶ所（センター・ブランチ・サブセンター合計7,072ヶ所）（平成24年4月末現在）
・地域ケア会議は全国の保険者で約8割（1,202保険者）で実施（平成24年６月に調査実施）

在宅医療
連携拠点

医師会等関
係団体

医療関係専
門職等

○ 「地域ケア会議」（地域包括支援センター及び市町村レベルの会議）については、地域包括ケアシステムの実現の
ための有効なツールであり、更に取組を進めることが必要。

○ 具体的には、個別事例の検討を通じて、多職種協働によるケアマネジメント支援を行うとともに、地域のネット
ワーク構築につなげるなど、実効性あるものとして定着・普及させる。

○ このため、これまで通知に位置づけられていた地域ケア会議について、介護保険法で制度的に位置づける。

地域ケア会議の推進
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【参考】市町村による保険給付の制限等に関する介護保険法の規定（１）

9

① 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、
ⅰ 保険給付を受ける者
ⅱ 居宅サービス、居宅介護支援、施設サービス、
介護予防サービス、介護予防支援等を担当する者
等に対し、
ⅰ 文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は依頼する
ⅱ 職員に質問又は照会をさせる
ことができる（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第２３条）。
この場合において、介護給付等を受ける者が、正当な理由なしに、
ⅰ 求めに応じない
ⅱ 答弁を拒んだ
ときは、介護給付等の全部又は一部を行わないことができる
（同法第６５条）。
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【参考】市町村による保険給付の制限等に関する介護保険法の規定（２）

10

② 市町村は、要介護認定、要支援認定等をするに
当たっては、認定審査会の意見に基づき、
被保険者が受けることができる居宅サービス、
施設サービス、介護予防サービス等の種類を
指定することができる（同法第３７条第１項）。

③ 市町村は、正当な理由なしに、
介護給付等対象サービスの利用等に関する指示に
従わないこと等により、要介護状態等の程度を増進させた
等の被保険者の要介護状態等については、
これを支給事由とする介護給付等は、
その全部又は一部を行わないことができる（同法第６４条）。
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【参考】市町村による保険給付の制限等に関する介護保険法の規定（３）

11

④ 介護支援専門員は、要介護者等の人格を
尊重し、常に要介護者等の立場に立って、
要介護者等に提供される居宅サービス、
施設サービス、介護予防サービス等が
ⅰ 特定の種類
ⅱ 特定の事業者又は施設
に不当に偏ることがないよう、
公正かつ誠実にその業務を行わなければならない
（同法第６９条の３４第１項）。
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【参考】市町村による保険給付の制限等に関する介護保険法の規定（４）

12

⑤ 市町村長等は、必要があると認めるときは、
ⅰ 指定居宅介護支援事業者、
指定介護予防支援事業者等に対し、
報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じる

ⅱ 指定居宅介護支援事業者、
指定介護予防支援事業者等に対し、出頭を求める

ⅲ 職員に関係者に対して質問させる
ⅳ 職員に指定居宅介護支援又は指定介護予防支援の
事業に関係のある場所に立ち入り、
その帳簿書類その他の物件を検査させる
ことができる（同法第８３条）。
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【参考】市町村による保険給付の制限等に関する介護保険法の規定（５）

13

⑥ 市町村は、被保険者が要介護状態等となることを
予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、
可能な限り、地域において自立した日常生活を
営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、
ⅰ 保健医療及び福祉に関する専門的知識を
有する者による被保険者の居宅サービス計画
及び施設サービス計画の検証

ⅱ その心身の状況、介護給付等対象サービスの
利用状況その他の状況に関する定期的な協議
その他の取組を通じ、被保険者が地域において
自立した日常生活を営むことができるよう、
包括的かつ継続的な支援を行う等の事業を行う
ものとする（同法第１１５条の４５第１項）。
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ケアマネジメントの充実（２）

（２）この場合においては、

① 「地域ケア会議」を開催するに先立ち、
ⅰ 要介護認定又は要支援認定に関する情報
ⅱ 「桑名市日常生活圏域ニーズ調査
『いきいき・くわな』」に基づくデータ

等を踏まえ、個々の高齢者の状態像に関する
アセスメントを実施する
必要があるのではないか。
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要支援者のほとんどは、身の回りの動作は自立しているが、買い物など生活行為の一部がしづらくなっている。

（参考）要支援１～要介護２の認定調査結果

※２ 平成23年度要介護認定における認定調査結果（出典：認定支援ネットワーク（平成24年2月15日集計時点））



（参考）介護予防サービスの利用者の特徴

「予防給付の提供実態に関する調査研究事業」平成24年度老人保健健康増進等事業（みずほ情報総研）

調査方法
○全ての介護予防サービス（１６種類）について、各サービスの給付実績のある保険者に所在する地域包括支援センター３，２８９事業所、地域密着型介護予防サービス事業所
１，０００事業所を無作為に抽出し、調査票を郵送配布。（予め、介護予防サービスの種類を割り当てて、当該サービスの利用者について調査）
○回収率 ５５．２％。
○ケアプラン作成者が、割り当てられた介護予防サービスの利用者について、聞き取り等により自記式でIADLや支援の状況等を記入

16
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ケアマネジメントの充実（３）

② 「地域ケア会議」を開催するに当たり、
保健センターに配置された保健師、管理栄養士、
理学療法士、歯科衛生士等の知見を
活用するとともに、医師会、歯科医師会、薬剤師会、
看護協会、栄養士会、理学療法士会、
歯科衛生士会等のほか、総合医療センター、
介護老人保健施設、市社会福祉協議会等の
協力を得る必要があるのではないか。

③ 個々の高齢者の状態像によっては、
多職種協働でアセスメントに基づくケアマネジメントを
実施するため、一時的に介護老人保健施設に
入所させる手法も、想定されるのではないか。



Ⅰ サービス提供体制の見直し

４．施設サービス等の見直し

（２）介護老人保健施設・介護療養型医療施設

○ 地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、
介護老人保健施設の在宅復帰支援機能
・在宅療養支援機能については、引き続き、
強化する必要がある。

○ 例えば、在宅復帰を円滑に進めている介護老人保健施設の
特徴として、退所後に必要となる訪問系サービスを
施設自ら提供しているということが指摘されており、
在宅復帰者の在宅療養継続を更に支援するために、
より多くの介護老人保健施設が、入所時から在宅療養まで
必要な支援を一体的に実施できる体制を構築する必要がある。
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【参考】「介護保険制度の見直しに関する意見」
（平成２５年１２月２０日社会保障審議会介護保険部会）－抄－（１）



○ 具体的には、地域包括ケアシステムの推進のため、
リハビリテーション専門職や看護職員などの専門性を
地域に還元することが重要であり、医療専門職が多く勤務する
介護老人保健施設のノウハウ等を地域に還元する取組を
積極的に行うことが求められる。

○ また、介護老人保健施設を運営する医療法人等が積極的に
訪問リハビリテーションを実施し、訪問看護ステーションや
訪問介護事業所等も設置し運営することにより、介護老人保健施設を
退所した利用者が、地域で継続してケアを受けられることを
推進すること等も考えられる。

○ さらに、介護老人保健施設を退所したが、
短期間で元の施設に戻るケースが一定程度存在することについて、
その実態を更に把握するとともに、適切なケアを効率的に提供する
観点から、今後どのような対応が必要とされるかについて検討する
必要がある。
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【参考】「介護保険制度の見直しに関する意見」
（平成２５年１２月２０日社会保障審議会介護保険部会）－抄－（２）
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ケアマネジメントの充実（４）

④ 地域の人材として貴重な専門職である
訪問介護員が介護予防に資する、
あるいは、在宅生活の限界点を高める
身体介護に重点的に取り組む
環境を整備するため、
掃除等の日常生活支援について、
シルバー人材センター、民間事業者等を
活用する必要があるのではないか。
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サービス準備・

記録等
7%

排泄・食事

介助1%

清拭・入浴、

身体整容
50%

体位変換、移

動・移乗介助、

外出介助
22%

服薬介助
1%

自立生活支援

のための見守

り的援助
18%

その他
1%

身体介護
7%

生活援助
93%

○ 生活援助が９３％、身体介護が７％
○ 生活援助は、「掃除」６４％ 「買い物・薬の受け取り」１６％ 「一般的な調理、配下膳」１１％
○ 身体介護は、「清拭・入浴・身体整容」が５０％

介護予防訪問介護利用者（445名）における利用行為内容別の割合（利用時間で算出）

介護予防訪問介護の提供内容

利用者の状態像に見合った提供内容になっているか、介護予防訪問介護の実態把握を実施しているところ

平成22年度財務省予算執行調査を老健局で再集計

（参考）平成２２年度財務省予算執行調査結果

サービス

準備等
2%

掃除
64%

洗濯
3%

ベッドメイク1%

衣類の整理・

被服の補修
1%

一般的な調

理、配下膳
11%

買い物・薬の

受け取り
16%

その他
2%
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介護予防訪問介護の利用者の特徴 (n=233)
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介護予防通所介護の利用者の特徴 (n=182)
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ケアマネジメントの充実（５）

２．医療機関、介護事業所等に対する意識の啓発

24

（１） 市及び地域包括支援センターにおいて、
医師会、訪問看護ステーション、
地域密着型サービス事業所等の協力を得て、
医療機関、介護事業所等に対し、介護予防に資する、
あるいは、在宅生活の限界点を高めるケアマネジメントの
重要性について、意識の啓発を図る必要が
あるのではないか。

（２） この場合においては、中央地域包括支援センターが
三重県介護支援専門員協会桑員支部又は
桑名訪問介護事業所連絡協議会に委託して実施する
介護支援専門員又は訪問介護員を対象とする
研修会のほか、介護事業者団体等が開催する
行事を活用する必要があるのではないか。



ケアマネジメントの充実（６）

３．被保険者等に対する意識の啓発

（１） 市及び地域包括支援センターにおいて、
医師会、訪問看護ステーション、
地域密着型サービス事業所等の協力を得て、
被保険者等に対し、介護予防に資する、あるいは、
在宅生活の限界点を高めるケアマネジメントの
重要性について、意識の啓発を図る必要が
あるのではないか。

（２） この場合においては、市又は地域包括支援センターが
開催する市民公開シンポジウム、「桑名ふれあいトーク」、
「介護者の集い」等のほか、市社会福祉協議会、
地区社会福祉協議会、自治会、老人クラブ等が開催する
行事を活用する必要があるのではないか。

25



ケアマネジメントの充実（７）

４．その他

（１） 市及び地域包括支援センターにおいて、
中央地域包括支援センターが各地域包括支援センター、
弁護士会、司法書士会等の協力を得て開催する
「高齢者虐待防止研修会」等を通じ、
成年後見を受任する弁護士、司法書士等に対し、
認知症等の高齢者が在宅で生活を継続する
重要性について、意識の啓発を図る
必要があるのではないか。

26

（２） 「住まい」については、
高齢者とその家族との関係等によっては、
自宅のほか、サービス付き高齢者向け住宅等も活用する
必要があるのではないか。



○ 成年後見を開始。

○ 介護老人保健施設に入所。

【参考１】成年後見の事例のイメージ

○ 認知症の独り暮らし高齢者。

○ 在宅で小規模多機能型居宅介護を利用。

○ 民生委員等が金銭管理等を支援。

27



Ⅱ 現状・課題等

【地域での日常生活・家族の支援に関する課題】

○ 一般的に高齢者は、閉じこもりがちのため、心身の機能が低下し、生活が不活発に
なることによる認知機能の低下が懸念されている。各市町村では、地域ニーズの把握や
介護予防事業等で認知機能低下の予防に取り組んでいるが、必ずしも十分ではない。

○ 地域包括支援センターでは、本来業務として「総合相談支援業務」を実施することと
なっているが、他の業務に忙殺される等の理由から、その取組には限界がある。

○ 一般的に認知症の人は、環境の変化に脆弱であるという特性があるため、住み慣れた
地域でのよい環境のもとで、安心して暮らし続けるようにすることが大切である。現在、
認知症に関する正しい知識と理解の普及、見守り、相談支援などの地域による支援体制の
構築を行っている先進的な自治体もあるが、多くの自治体では十分な対応ができていない。

【参考２】「今後の認知症施策の方向性について」
（平成２４年６月１８日厚生労働省認知症施策検討プロジェクトチーム）－抄－（１）
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○ 認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対して
出来る範囲で手助けをする「認知症サポーター」は、着実に増加し、支え合いの活動が
始まっている。そのサポーターの助け合いの活動を支援し、認知症の人を支えられる
地域づくりへとつなげられるかが課題である。

○ 高齢者の権利擁護に関しては、家族や介護サービス従事者等による虐待防止等の
取組の推進、地域包括支援センターによる「権利擁護業務」の推進、都道府県による
権利擁護相談・支援体制の構築が図られてきたところであるが、不十分な状況である。

○ 認知症の人や独居高齢者の増加を踏まえると、日常の生活に関わりの深い身上監護
（介護サービスの利用契約の手助け等）に係る成年後見の必要性が高まることが
予想され、後見等の審判請求を行う市町村長申立の必要性が高まる。今後、
市民も含めて後見人を確保していくことが必要となる。しかし、そのための体制整備は
一部の自治体でしか見られない。

○ 認知症の人や家族に対しては、認知症の知識や介護技術の面だけではなく、
精神面も含めた様々な支援が重要である。しかし、現行施策は、コールセンターの設置や、

交流会の開催などの支援にとどまっている。

【参考２】「今後の認知症施策の方向性について」
（平成２４年６月１８日厚生労働省認知症施策検討プロジェクトチーム）－抄－（２）



在宅生活の限界点を高める介護サービスの普及（１）

１．施設機能の地域展開

（１） 高齢者単身世帯や高齢者夫婦世帯が増加する中で、
在宅で生活を継続する限界点を高めるためには、
施設と同様な機能を地域に展開する
新しい在宅サービスとして位置付けられる
① 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」
② 「小規模多機能型居宅介護」
③ 「複合型サービス」
の普及を促進する必要があるのではないか。

（注） 訪問介護の一類型として１日に２回以上にわたって
提供することが可能である「２０分未満の身体介護」に関しても、
普及を促進する必要があるのではないか。
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在宅サービスと施設サービスとの間での利用者負担の比較

出来高払いの利用者負担
（“回転寿司方式”）

定額払いの利用者負担
（“飲み放題方式”）

訪問看護
（30分以上1時間未満）

（要介護）

612,720円/月

851円/1時間

（24時間×30日）

訪問介護
（身体介護・30分以上1時間未

満）
（ 要介護 ）

（24時間×30日）

296, 640円 /月

4 12 / 1時間

短 期 入 所 生 活 介 護
（併設型・ユニット型個室）

（要介護 ３ ）

871円 /1日

26 , 130円 /月

（30日）

通所介護
（小規模型・7時間以上9時間未満）

（要介護）

1,115円/1日

100,350円 /月

（24時間×30日）

従来の在宅サービス 新しい在宅サービス 施設サービス等

 小規模多機能型居宅介護

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 複合型サービス

 介護老人保健施設

 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

 認知症対応型共同生活介護

【要介護 ５】 ２８，７８６円／月
【要介護 ４】 ２６，２０３円／月
【要介護 ３】 ２３，８３７円／月
【要介護 ２】 １６，７１１円／月
【要介護 １】 １１，７００円／月

小規模多機能型居宅介護

注 利用者負担は、介護報酬の1割に相当するものであり、食費、居住費等を含まない。

介 護 老 人 福 祉 施 設
（ ユ ニ ッ ト 型 個 室 ）

【要介護 ５】 ２８，８０７円／月
【要介護 ４】 ２６，６７８円／月
【要介護 ３】 ２４，５４８円／月
【要介護 ２】 ２２，２９７円／月
【要介護 １】 ２０，１６８円／月
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（参考）定期巡回・随時対応サービスの概要

○ 訪問介護などの在宅サービスが増加しているものの、重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を２４時間支える仕組
みが不足していることに加え、医療ニーズが高い高齢者に対して医療と介護との連携が不足しているとの問題がある。

○ このため、①日中・夜間を通じて、②訪問介護と訪問看護の両方を提供し、③定期巡回と随時の対応を行う「定期巡回・随時
対応型訪問介護看護」を創設（2012年４月）。

＜参考＞

１．第５期介護保険事業計画での実施見込み

平成24年度 平成25年度 平成26年度

１８９保険者
（０．６万人／日）

２８３保険者
（１．２万人／日）

３２９保険者
（１．７万人／日）

２．社会保障・税の一体改革での今後の利用見込み

平成27年度 平成37年度

１万人／日 １５万人／日

月

火

水

木

金

土

日

6時

水分補給
更衣介助

排せつ介助
食事介助
体位交換

排せつ介助
食事介助

0時 2時 4時 8時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時

通所介護

通所介護

定期巡回

随時訪問

訪問看護

オペレーター

随時対応
利用者からの通報により、
電話やICT機器等による応対・訪問
などの随時対応を行う

通報

定期巡回型訪問

定期巡回型訪問

訪問介護と訪問看護が一体的又
は密接に連携しながら、
定期巡回型訪問を行う

＜定期巡回・随時対応サービスのイメージ＞

＜サービス提供の例＞

・日中・夜間を通じてサービスを受けること
が可能

・訪問介護と訪問看護を一体的に受けるこ
とが可能

・定期的な訪問だけではなく、必要なとき
に随時サービスを受けることが可能

夜間・深夜の対応は日中と比べて尐なく、
利用者からのコールも尐ない。（イメージが
実態と大きく異なっていることが多い。）

【三菱UFJリサーチ＆コンサルティング調査より】

参入していない事業者は、
「夜間・深夜の対応が中心」
「コール対応が中心」 等のイメージ

実態は、

体位変換
水分補給
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（参考）小規模多機能型居宅介護の概要

「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提
供することで、中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援するため、小規模多機能型居宅介護が創設さ
れた（平成１８年４月創設）。

利用者の自宅

在宅生活の支援

様態や希望により、 「訪問」

小規模多機能型居宅介護事業所

「訪問」

人員配置は固定にせず、柔軟な業務遂行を可能に。

様態や希望により、

「泊まり」

○１事業所の登録定員は
２５名以下

○「通い」の利用定員は
登録定員の２分の１
～１５名の範囲内

○「泊まり」の利用定員は
通いの利用定員の
３分の１～９名の範囲内

「通い」を中心 とした
利用

○居間及び食堂は機能
を十分に発揮しうる適
当な広さ

○泊まりは４．５畳程度で
プライバシーが確保で
きるしつらえ

○介護・看護職員
日中：通いの利用者

３人に１人
＋訪問対応１人

夜間：泊まりと訪問対応
で２人（１人は宿直可）

○介護支援専門員１人

○要介護度別の月単位の定額報酬

《利用者》 《設備》《人員配置》

どのサービスを利用しても、なじみの職員によるサー
ビスが受けられる。

運営推進会議

利用者、利用者の家族、地域住民、市町
村の職員、地域包括支援センターの職員
等による会議において、おおむね２月に１回
以上、活動状況等について協議・報告・評
価を行う。

○ 外部の視点の評価による地域に
開かれたサービス

○ サービスの質の確保
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登録利用者への複合型サービスの提供

・協力医療機関
・協力歯科医療機関
・バックアップ施設
（介護老人福祉施設、
介護老人保健施設、
病院等）

・主治医

・地域住民の代表者
・市町村又は地域包括
支援センターの職員等

医療ニーズの高い利用者の状況に応じたサービスの
組み合わせにより、地域における多様な療養支援

○登録定員：25名以下 （通い定員15名以下・宿泊定員9名以下）

○（指定訪問看護事業所の指定を併せて受けている場合）
登録利用者以外の地域住民に対しても訪問看護を提供

○主な人員：常勤保健師又は看護師1以上、常勤換算2.5以上の看護職員、
専従の介護支援専門員、その他職員

複合型サービス事業所

自宅

通い
泊まり

訪問看護
訪問介護

（参考）複合型サービスの概要

運営推進会議
等による連携

入院・休日
夜間の対応

密接な連携
訪問看護指示

登
録
申
込

訪
問
看
護

地域との連携

がん末期等の看取り期・
病状不安定期における
在宅生活の継続支援

家族に対するレ
スパイトケア、相
談対応による不

安軽減

退院直後の在宅生活への
スムーズな移行支援

○ 複合型サービスでは、主治医と事業所の密接な連携のもとで、医療行為も含めた多様なサービスを24時間365日利用する
ことができる。
※ 医療ニーズへの対応が必要で小規模多機能型居宅介護事業所では登録に至らなかった利用者が、複合型サービス事業所では登録できる。

○ 事業所のケアマネが「通い」、「泊まり」、「訪問看護」、「訪問介護」のサービスを一元的に管理するため、利用者や家族の状
態に即応できるサービスを組み合わせることができる。

○ 地域の協力医療機関等との連携により、急変時・休日夜間等も対応可能な体制を構築できる。
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Ⅰ サービス提供体制の見直し

３ 在宅サービスの見直し

○ 重度の要介護者、単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が
今後増えていくことを踏まえると、そのよう者の在宅生活を支え、在宅の限界点を
高めるためには、訪問介護、通所介護、訪問看護等の普及に加え、医療ニーズの
ある一人暮らしの重度の要介護高齢者等でも在宅で生活できるように
平成２４年度に創設された定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスといった
新サービスや、小規模多機能型居宅介護などのさらなる普及促進を図っていく
必要がある。また、これらを適切に組み合わせることができるケアマネジメントが
求められている。

○ 在宅サービスに関して、

① 個々の事業所単位だけではなく、広く事業所間で連携し事業運営できる仕組みの構築

② 地域で不足している看護職員等の人材を柔軟に配置できるような連携体制の構築

③ 介護事業者が地域における生活支援サービスに積極的に取り組むことができる体制の構築

という方向で見直しを検討することにより、地域における人材の確保や包括的な
支援体制の整備を進めていくことが適当である。

(略)

【参考１】「介護保険制度の見直しに関する意見」
（平成２５年１２月２０日社会保障審議会介護保険部会）－抄－
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＜第三部＞地域包括ケアシステムにおけるサービスのあり方

２ 要介護者など向けのサービス（個別の介護給付）のあり方

■訪問介護のあり方

○ 中重度の要介護者で在宅生活を継続しているケースには、同居の身体介護における負担が大きくなっている

場合が尐なくない。レスパイト機能を持つ需要が高まる背景には、訪問系の身体介護サービスが適切に

提供されていない（利用されていない）という問題もあるのではないだろうか。とりわけ、身体介護のニーズが高まる

要介護３以上でのショートステイの長期利用や特養申込者が増加する現象は、こうした在宅での身体介護の不足も

影響しているのではないか。

○ 在宅での家族介護に対する支援を強化するという観点からも、平成２４年度から導入された

定期巡回・随時対応型訪問介護看護や小規模多機能型居宅介護は、在宅生活継続を実現する上で

重要なサービスであり、今後も普及・拡大していく必要があるのではないだろうか。

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の導入と並行して、平成２４年度より身体介護における

２０分未満の時間区分が一定の条件のもとに導入された。在宅における１日のリズムにあわせた一日複数回の

短時間巡回型ケアの提供は、自立支援を実現し、在宅限界点を引き上げていく上で重要なケアであり、

アセスメントに基づく短時間巡回型のケア提供を推進することは、地域包括ケアの実現において、重要な意味をもつ。

今後は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や２０分未満の身体介護によるＡＤＬ（日常生活動作能力）や

ＱＯＬ（生活の質）の維持向上を通じた在宅生活継続に関する効果について十分に検証するとともに、

アセスメントに基づく短時間ケアの有効性について普及啓発を進めることが必要ではないだろうか。

さらに、短時間ケアの有効性を踏まえた訪問介護における介護報酬のあり方について再検討する必要が

あるのではないだろうか。

【参考２】「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」
（平成２５年３月地域包括ケア研究会）－抄－

37
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在宅生活の限界点を高める介護サービスの普及（２）

（２） その一環として、

① 市及び地域包括支援センターにおいて、
ⅰ 医師会、介護事業所団体、地域密着型サービス事業所等の
協力を得て、医療機関、介護事業所等

ⅱ 介護支援専門員、地域密着型サービス事業所等の
協力を得て、被保険者等
に対し、
ⅰ 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」
ⅱ 「小規模多機能型居宅介護」
ⅲ 「複合型サービス」
の内容（利用者負担が要介護度別の定額であることを含む。）を
周知する必要があるのではないか。



39

在宅生活の限界点を高める介護サービスの普及（３）

② 市において、「桑名市地域包括ケア計画
－第６期介護保険事業計画・ 第７期高齢者福祉計画－
（平成２７～２９年度）」（仮称）を策定する中で、
ⅰ 医療・介護保険事業運営状況
ⅱ 「桑名市日常生活圏域ニーズ調査
『いきいき・くわな』」に基づくデータ
等を踏まえ、事業者による
ⅰ 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」
ⅱ 「小規模多機能型居宅介護」
ⅲ 「複合型サービス」
の整備に対する保険者としての期待を明確にする
必要があるのではないか。



在宅生活の限界点を高める介護サービスの普及（４）

２．その他

（１） 通所介護等については、
① 第１号被保険者１人当たりの給付月額が
全国及び県と比較して高水準にあること
② 市介護保険事業計画で定める見込量に
既に達したこと
等を踏まえ、市より、県に対し、
指定居宅サービス事業者等の指定に関する協議を
求める必要があるのではないか
（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第７項等）。

（注）県は、市が求めた協議の結果に基づき、
指定居宅サービス事業者等の指定について、
拒否し、又は必要な条件を付することができる（同条第８項等）。
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【参考１】通所介護等のサービス量及び総給付費の推移

41

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

通所介護

サービス量（人/年）

計画 ― １６，４３１ １７，４０４ １７，８７６

実績 １８，２７８ １８，９３１ １９，６１２ ―

総給付費（千円）

計画 ― １，７５２，９０３ １，８６１，００１ １，９０７，８１３

実績 １，６３０，０２３ １，８０１，８６８ １，９０１，６９６ ―

介護予防通所介護

サービス量（人/年）

計画 ― ４，６６９ ４，９８３ ５，２８８

実績 ４，７６４ ５，２６３ ５，９６１ ―

総給付費（千円）

計画 ― １４９，６２３ １５９，６７７ １６９，４１８

実績 １４６，２７４ １５２，８３３ １７２，７２８ ―



【参考２】訪問介護等のサービス量及び総給付費の推移

42

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

訪問介護

サービス量（人/年）

計画 ― １０，００４ １０，５８０ １０，８６３

実績 １０，１８７ １０，５８７ １０，４３０ ―

総給付費（千円）

計画 ― ３６９，２４４ ３９０，６８６ ３９８，９８６

実績 ３３１，２４６ ３８１，５８９ ３６３，４２７ ―

介護予防訪問介護

サービス量（人/年）

計画 ― ２，６３７ ２，８１４ ２，９８７

実績 ２，４３７ ２，５４９ ２，６４２ ―

総給付費（千円）

計画 ― ４６，３３５ ４９，４４７ ５２，４７１

実績 ４１，０９１ ４５，５８４ ４６，６００ ―



在宅生活の限界点を高める介護サービスの普及（５）

（２） 認知症対応型共同生活介護等については、
第１号被保険者１人当たりの給付月額が
全国及び県と比較して高水準にあること等を踏まえ、
認知症ケアを一体的に提供する体制が
整備されるよう、市において、
ⅰ 「認知症対応型通所介護」
ⅱ 「小規模多機能型居宅介護」
ⅲ 「複合型サービス」
に併設されるものに限定して
指定地域密着型サービス事業者等の指定をする
必要があるのではないか
（同法第７８条の２第６項第４号等）。
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【参考】認知症対応型共同生活介護等のサービス量及び総給付費の推移

44

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

認知症対応型共同生活介護

サービス量（人/年）

計画 ― ２，６４０ ２，７９６ ２，９６４

実績 ２，４７１ ２，４４６ ２，５３７ ―

総給付費（千円）

計画 ― ６４５，２４８ ６８３，０７５ ７２４，１０７

実績 ５８８，８７４ ５８３，００５ ６１８，５７２ ―

介護予防認知症対応型共同生活介護

サービス量（人/年）

計画 ― １２ １２ １２

実績 １０ １３ ３６ ―

総給付費（千円）

計画 ― ２，７８３ ２，７８３ ２，７８３

実績 １，９０８ ２，９２７ ７，９６９ ―

（注）各計数は、短期入所生活介護に係るものを含む。



45

在宅生活の限界点を高める介護サービスの普及（６）

（３） 介護老人保健施設については、
第１号被保険者１人当たりの給付月額が
全国及び県と比較して高水準にあることを踏まえ、
市より、県に対し、
介護老人保健施設の開設又は変更の許可に関する
意見を提出する必要があるのではないか
（同法第９４条第６項）。

（注）県は、県介護保険事業支援計画の達成に
支障を生じるおそれがあると認めるときは、
介護老人保健施設の開設又は変更の許可を
与えないことができる（同条第５項）。
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【参考】介護老人保健施設のサービス量及び総給付費の推移

46

平成
２３年度

平成
２４年度

平成
２５年度

平成
２６年度

介護老人保健施設

サービス量（人/年）

計画 ― 4,872 5,088 5,304

実績 4,413 5,014 5,215 ―

総給付費（千円）

計画 ― 1,289,327 1,349,174 1,407,322

実績 1,157,645 1,320,878 1,378,225 ―
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地域包括支援センターの機能強化（１）

１．個々の高齢者に対する総合的な支援

（１） 各地域包括支援センターにおいて、
市と一体になって、
地域の関係者と連携しながら、
介護のほか、医療や日常生活支援も含め、
ニーズとサービスとを媒介し、
個々の高齢者をそれぞれの状態像に応じて
総合的に支援する体制を整備する
必要があるのではないか。



○ 地域包括支援センターで個々の高齢者をそれぞれの実情に応じて

より一層的確に支援する環境を整備。

【参考】各地域包括支援センターの機能強化

○ 平成２５年１２月より、

① 災害等の緊急時に備えた地域での要援護者に対する支援のため、

「桑名市要援護者台帳」を各地域包括支援センターに提供。
（注） 桑名市要援護者台帳登録申請書には、「本登録申請書の内容については、個人情報の保護のために必要な措置を講じた上で、

地域包括支援センター（中略）等の関係機関に提供することに同意します。」と記載。

② 非該当者又は要支援者に対する介護予防ケアマネジメントのほか、

要介護者に対する包括的・継続的ケアマネジメントのため、

非該当又は要支援と認定された者に係る情報のほか、

要介護と認定された者に係る情報も含め、各地域包括支援センターに提供。
（注） 要介護認定・要支援認定申請書には、「介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成するために必要があるときは、

要介護認定・要支援認定に係る調査内容、介護認定審査会による判定結果、意見及び主事意見書を桑名市から

地域包括支援センター（中略）に提示することに同意します。」と記載。
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49

地域包括支援センターの機能強化（２）

（２） 各地域包括支援センターにおいて、
個々の高齢者世帯の困難事例の解決に
追われないよう、危機の発生を前提とする
「事後的な対応」から危機の発生を防止する
「事前的な対応」へ転換するため、
① 将来に重度の医療や介護を必要とする
状態となるリスクを抱える被保険者等との間で
早期に関わりを持つ
② 介護予防に資する、あるいは、
在宅生活の限界点を高めるケアマネジメントを
支援する
体制を整備する必要があるのではないか。
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○ 平成２６年４月、「桑名市地域包括支援センター

『元気で安心』登録制度」を創設。

○ 具体的には、地域包括支援センターにおいて、

介護サービスを利用していない独り暮らしの

高齢者等を対象として、登録の申請を受けて、

面談によるアセスメントを実施。

○ その結果に基づき、健康・ケアに関する情報を

提供するほか、相談、見守り等を実施。

○ 介護サービスを利用していない独り暮らしの高齢者等について、

地域包括支援センターが関わりを持ちやすくすることは、重要。

50

【参考】「桑名市地域包括支援センター『元気で安心』登録制度」の創設
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地域包括支援センターの機能強化（３）

（３） 中央地域包括支援センターにおいて、
自ら個々の高齢者世帯の困難事例の解決に追われることなく、
各地域包括支援センターの機能強化に向けた
マネジメントの役割を十分に果たす体制を整備する
必要があるのではないか。

（４） この場合においては、「地域ケア会議」等を通じ、
① 各地域包括支援センターによる個々の高齢者世帯の
困難事例の解決に対する後方支援
② 「地域包括ケアシステム」の構築に向けた
地域資源の創出の前提となる地域課題の抽出
等に取り組むことにより、現場を把握するよう、
努力する必要があるのではないか。



525252

１．相談員の移管及び改称

○ 平成２６年４月より、高齢者を対象とする相談員について、
介護・高齢福祉課から中央地域包括支援センターへ移管し、
「高齢者福祉相談員」から「地域包括支援相談員」へ改称。

52

○ 地域包括支援センターで一元的に個々の高齢者を
それぞれの状態像に応じて総合的に支援する体制を整備。

２．精義地区の移管

○ 平成２６年４月より、精義地区を
中央地域包括支援センターから東部地域包括支援センターへ移管。

○ 中央地域包括支援センターで各地域包括支援センターに対する
マネジメントの役割を十分に果たす体制を整備。

【参考１】中央地域包括支援センターの機能強化
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・

・

・・

・
・

多度

長島深谷

陽だまりの丘

立教

修徳

城東

桑部

在良

七和

久米

星見ヶ丘

日進

益世

城南

大和大山田
野田

藤が丘

新西方
精義

松ノ木

筒尾

大成

北部地域包括支援センター

（多度）

北部圏域

（筒尾・松ノ木・大山田

・野田・藤が丘）

多度圏域

北部地域包括支援センター

（長島）

北部圏域

（大和・深谷・新西方）

長島圏域

西部地域包括支援センター

西部圏域

（桑部・在良・七和・久米

・星見ヶ丘）

南部地域包括支援センター

南部圏域

（日進・益世・城南）

東部地域包括支援センター

東部圏域

（立教・城東・修徳・大成）

【参考２】 桑名市における日常生活圏域と
各地域包括支援センターの担当地区との関係（見直し前）

中央地域包括支援センター

東部圏域（精義）
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・

・

・・

・
・

多度

長島深谷

陽だまりの丘

立教

修徳

城東

桑部

在良

七和

久米

星見ヶ丘

日進

益世

城南

大和大山田
野田

藤が丘

新西方
精義

松ノ木

筒尾

大成

北部地域包括支援センター

（多度）

北部圏域

（筒尾・松ノ木・大山田

・野田・藤が丘）

多度圏域

北部地域包括支援センター

（長島）

北部圏域

（大和・深谷・新西方）

長島圏域

西部地域包括支援センター

西部圏域

（桑部・在良・七和・久米

・星見ヶ丘）

南部地域包括支援センター

南部圏域

（日進・益世・城南）

東部地域包括支援センター

東部圏域

（精義・立教・城東

・修徳・大成）

【参考３】桑名市における日常生活圏域と
各地域包括支援センターの担当地区との関係（見直し後）

中央地域包括支援センター

全域



地域包括支援センターの機能強化（４）

（５） 市社会福祉協議会によって運営される
北部地域包括支援センターにおいて、将来的には、
高齢者にとって身近な総合相談窓口となるよう、
旧多度町の多度圏域及び旧長島町の長島圏域のほか、
旧桑名市の北部圏域にも、拠点を設置することが
想定されるものの、
① 市が厳しい財政状況にあるため、
新規の公共施設を整備することが困難であること
② 旧桑名市の北部圏域では、既存の公共施設を
活用することが困難であること
等を踏まえ、当面、
① 随時、電話等による連絡を受けて、個別訪問による総合相談等を
実施していること
② 毎月、大山田、大和及び深谷の各地区において、
「ふれあい相談」を開催していること
等を周知する必要があるのではないか。
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地域包括支援センターの機能強化（５）

（６） 高齢者世帯の困難事例の中には、
医療や介護のほか、障害や経済的困窮に関する
問題を伴うものも、尐なくないため、
各地域包括支援センターにおいて、
「地域ケア会議」等を通じ、
高齢者世帯の困難事例を解決するに当たり、
市において、中央地域包括支援センターを
中心として、制度横断的に支援する
必要があるのではないか。
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地域包括支援センターの機能強化（６）

（１） 地域包括支援センターの事業運営の「見える化」を
図るため、「桑名市地域包括支援センター運営協議会」の
機能を引き継いだ「桑名市地域包括ケアシステム
推進協議会」において、各地域包括支援センターに対し、
事業運営状況について、報告を求め、実績を評価する
必要があるのではないか。

（２） その前提として、市より、各地域包括支援センターに対し、
事業運営を委託するに当たり、その方針を明確に提示する
必要があるのではないか。

２．地域包括支援センターの事業運営の「見える化」
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多職種協働による個別事例のケ
アマネジメントの充実と地域課
題の解決による地域包括ケアシ
ステムの構築

○高齢化の進展、相談件数の増加等に伴う業務量の増加およびセンターごとの役割に応じた人員体制を強化する。
○市町村は運営方針を明確にし、業務の委託に際しては具体的に示す。
○直営等基幹的な役割を担うセンターや、機能強化型のセンターを位置づけるなど、センター間の役割分担・連携を
強化し、効率的かつ効果的な運営を目指す。
○地域包括支援センター運営協議会による評価、ＰＤＣＡの充実等により、継続的な評価・点検を強化する。
○地域包括支援センターの取組に関する情報公表を行う。

早期診断・早期対応等により、認
知症になっても住み慣れた地域で
暮らし続けられる支援体制づくり
など、認知症施策を推進

地域医師会等との連携により、
在宅医療・介護の一体的な提供
体制を構築

市町村
運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

都道府県
市町村に対する情報提供、助言、支援、バックアップ等

在宅医療・介護連携

認知症初期集中支援チーム
認知症地域支援推進員

介護予防の推進

地域ケア会議

包括的支援業務
介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センター
※ 地域の実情を踏まえ、基幹的な役割のセン

ター（※１）や機能強化型のセンター（※
２）を位置づけるなどセンター間の役割分
担・連携を強化

※１ 基幹的な役割の
センター

（直営センターで実施も可）
たとえば、センター間の
総合調整、他センターの
後方支援、地域ケア推進
会議の開催などを担う

※２ 機能強化型のセンター
過去の実績や得意分野を踏
まえて機能を強化し、他の
センターの後方支援も担う

今後充実する業務については地
域包括支援センターまたは適切
な機関が実施
＜例＞
・基幹的な役割のセンターに

位置づける方法
・他の適切な機関に委託して

連携する方法
・基幹的な役割のセンターと

機能強化型のセンタ－で分
担する方法 等

高齢者のニーズとボランティア等の
地域資源とのマッチングにより、多様な主
体による生活支援を充実

多様な参加の場づくりと
リハビリ専門職の適切な関与によ
り、高齢者が生きがいをもって生
活できるよう支援

従来の業務を評価・改善す
ることにより、地域包括ケ
アの取組を充実

生活支援コーディネーター

地域包括支援センターの機能強化
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総合相談支援業務

主任ケア
マネジャー等

介護予防
ケアマネジメント業務

保健師等

社会福祉士等

行政機関、保健所、医療

機関、児童相談所など

必要なサービスにつなぐ

多面的（制度横断的）支援
の展開

介護サービス

成年後見制度

地域権利擁護

医療サービス

ヘルスサービス

虐待防止

ボランティア

民生委員

介護相談員

チームアプローチ

権利擁護業務

包括的・継続的ケアマ
ネジメント支援業務

・「地域ケア会議」等を通じた自
立支援型ケアマネジメントの支
援

・ケアマネジャーへの日常的個別
指導・相談

・支援困難事例等への指導・助言

住民の各種相談を幅広く受け付けて、
制度横断的な支援を実施

：包括的支援事業（地域支援事業の一部）

：介護予防支援（保険給付の対象）

介護予防支援

要支援者に対するケアプラン作成

※ケアマネ事業所への委託が可能

二次予防事業対象者（旧特定高齢
者）に対する介護予防ケアプラン
の作成など

・成年後見制度の活用促進、
高齢者虐待への対応など

地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、３職種のチームアプロー
チにより、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援
することを目的とする施設である。（介護保険法第115条の46第１項）
主な業務は、介護予防支援及び包括的支援事業（①介護予防ケアマネジメント業務、②総合相談支援業務、③権利擁護業務、④包括的・
継続的ケアマネジメント支援業務）で、制度横断的な連携ネットワークを構築して実施する。

（参考） 地域包括支援センターの業務（現行）
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「地域包括ケアシステム」の構築は
「地方分権の試金石」と称された

介護保険制度の創設に匹敵する困難な作業です。

桑名市における「地域包括ケアシステム」の構築に向けて、

「オール桑名」で一歩一歩着実に取り組みましょう。
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平成２６年２月９日
「桑名の在宅医療推進の

講演会とパネルディスカッション」

平成２６年２月２２日
市民公開講座

「住み慣れた地域で暮らし続けて人生の最期を迎えるために
～桑名市における『地域包括ケアシステム』の構築に向けて～」


